
第 103号 議 案

令和元年度長崎県一般会計補正予算 (第 2号 )

令和元年度長崎県一般会計補正予算 (第 2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ923,356千 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

712,059,953千 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表

歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第 2条 債務負担行為の追力日は、「第 2表債務負担行為補正 (その 1)」 とこよる。

2 債務負担行為の変更は、「第 2表債務負担行為補正 (その 2)」 とこよる。

(地方債の補正)

第 3条 地方債の変更は、「第 3表地方債補正」による。

令 和 元 年 9月 9日 提 出

長 崎 県 知 事  中  村 法 道
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第 1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

9国庫支出金

千
「

117,312,949

千円

273,355

千円

117,586,304

l国庫負担金 68,836,459 62,959 68,899,418

2国庫補助金 44,933,403 210,396 45,143,799

12繰 入 金 21,246,258 36,971 21,283,229

2基金繰入金 20,3861970 36,971 20,423,941

14諸 収 入 37,359,210 20,330 37,379,540

8雑   入 3,780,355 20,330 3,800,685

15県  債 100,211,100 592,700 100,803,800

1県   債 100,211,100 592,700 100,803,800

歳    入
ハ

計 711,136,597 923,356 712,059,953
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歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2総 務 費

千
「

53,538,970

千円

17,299

千円

53,556,269

2企 画 費 31,719,893 17,299 31,737,192

3生活福祉費 107,923,568 22,405 107,945,973

2老人福祉費 44,898,944 8,638 44,907,582

3児童福祉費 24,456,814 2,590 24,459,404

4障害福祉費 15,056,257 11,177 15,067,434

4環境保健費 24,219,094 10,974 24,230,068

3医 薬 費 4,862,588 10,974 4,873,562

5労 働 費 2,389,134 1,386 2,390,520

3失業対策費 435,452 1,386 436,838

6農林水産業費 55,031,810 5,339 55,037,149

1農 業 費 10,368,805 5,339 10,374,144

7商 工 費 32,235,966 249,502 32,485,468

2工鉱業費 7,836,412 154,005 7,990,417

4観 光 費 1,287,807 95,497 1,383,304

8土 木 費 86,924,240 169,129 87,093,369

4港湾空港費 9,724,114 169,129 9,893,243

10教 育 費 148,987,130 375,763 149,362,893

5特別支援学校費 11,411,281 375,763 11,787,044
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

11災害復旧資

千
「

4,132,075

千円

71,559

千円

4,203,634

1農林水産施設災害復旧費 1,439,826 62,959 1,502,785

2公共土木施設災害復旧費 2,605,904 8,600 2,614,504

歳 出 計 711,136,597 923,356 712,059,953
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第 2表 債務負担行為補正 (その 1)

事 項 期 間 限 度 額

野母崎地区振興支援事業費 令和 2年度から

令和 15年度まで

千円

198,729

食品加エセンター施設整備費 令和 2年度 231,009

特別支援学校施設整備費 令和 2年度 558,880

警察移動無線通信システム運用事

業

令和 2年度 262,218
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第 2表 債務負担行為補正 (そ の 2)

事 項

補    正 日lJ 補    正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

総務行政県有施設等管理業務 令和 2年度から

令和 3年度まで

千円

53,341 令和 2年度から

令和 4年度まで

千円

705,451

重要幹線街路費 令和 2年度から

令和 4年度まで

6,540,000 令和 2年度から

令和 6年度まで

補正前に同じo
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第 3表 地方債補正

起 債 の 目 的
補  正  前 補  正  後

限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法

老人福祉施設改善費

千円

333,000 債券発行又

は普通貸借

(借入先 )

財務省、地

方公共団体

金融機構、
I

銀行その他

(借入時期 )

令和元年庇

ただし、工

事その他の

都合により、

その全部又

は一部を翌

年度に繰延

べ借入れす

ることがで

きる。

年利

5,0%

以内

(た

だし、

利率

見直

し方

式で

借 り

入れ

る資

金に

つい

て 、

利率

の見

直し

を行

つた

後に

おい

ては、

当該

見直

し後

の不可

率)

借入時期か

ら30年以内

において元

利均等、元

金均等又は

満期一括な

どの償還の

方法による。

ただし、本

県財政の都

合により、

繰上償還を

なし、又は

償還年限を

短縮し、若

しくは借換

えをするこ

とができる。

千円

334,300 補正前に同

じ。

補正

前に

同

補正前に同

じ。

障害福祉施設整備費 57,400 61,000

食品加エセンター
施設整備費

46,000 123,000

空   港   費 193,300 359 400

特別支援学校施設整備費 1,081,800 1,417,900

災 害 復 旧 費 956,300 964 900

計 100,211,100 100,803,800
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